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研修の内容

総則

０．平時対応

１．感染疑い者の発生

２．初動対応

３．検査

４．休業の検討

５．感染拡大防止体制の確立
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総則

（１）総則

（２）全体像
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（１）総則

＜要点解説＞

〇事業所の果たすべき役割を鑑みて、基本方針等を検討し、記載する。

 事業所内で方針を決定し、記載する。

ひな形 2ページ
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（２）全体像

 フローチャートに沿って新型コロナウイルス感染症BCPを作成する。

＜要点解説＞

〇事前準備（０．平時対応）と感染疑い者が発生してからの対応（１．感染疑い者の発生～
５．感染拡大防止体制の確立）の流れを踏まえて、作成していく。

19ページガイドライン
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０.平時対応

（１）体制構築・整備

（２）感染防止に向けた取組の実施

（３）防護具、消毒液等備蓄品の確保

（４）研修・訓練の実施

（５）BCPの検証・見直し
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＜要点解説＞

〇意思決定者、各担当者は、複数名の代行者も含め決定する。①
〇役割を意識し、スムーズに活動するために、担当者名/部署名には具体的な名前を記載、権限
と役割を記載する。②
〇ひな形 ３ページ：第Ⅱ章・５ページ：第Ⅲ章・７ページ：第Ⅳ章・８ページの：第Ⅴ章
「１．対応主体」には、様式１で決定した推進体制の構成メンバーを記載する。③

（１）体制構築・整備①

 意思決定者や各業務担当者を決め、役割を整理し記載する。

19ページガイドライン

様式１ひな形 3ページ

①

②③
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（１）体制構築・整備②

 関係者の連絡先、連絡フローを整理する。

＜要点解説＞

〇「新型コロナウイルス感染（疑い）者
発生時の報告・情報共有先」を参考に、
関係先の連絡先をあらかじめ確認し、
リストにまとめる。①

19ページガイドライン

様式２

①

9ページガイドライン
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（２）感染防止に向けた取組の実施①

 必要な情報収集の実施方法、感染予防対策の徹底について記載する。

＜要点解説＞

〇情報収集をいつ、誰が、どのように行うか、どうやって職員へ周知するか等を検討、記入
する。①
〇手指消毒や換気等の感染症対策を徹底するために、何を、どのように行うかを記入する。②
〇職員への緊急連絡方法を記入する。電話だけでなく、メールやLINEの活用も検討）⑤

19ページガイドライン

ひな形 ３ページ

①

②

④

⑤

③

様式５_（部署ごと）職員緊急連絡網 を使用

様式5
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（２）感染防止に向けた取組の実施②

 感染疑い者を早期に発見できるよう体調評価を実施、記録する。

＜要点解説＞
〇感染疑い者を早期に把握できるよう、日頃から利用者や職員の体調管理を行う。③
〇お迎え時に体調を十分確認し、問題があれば、来所を見合わせることも検討する。体調不良
があった場合の対応（管理者へ連絡し判断を仰ぐこと、欠席の場合の連携先や連絡方法のルー

ル等）を記載する。
○事業所の来所者に対し、立ち入り時に検温を行う。④

19ページガイドライン

ひな形 ３ページ

①

②

④

⑤

③

様式８様式８

様式８_来所者立ち入り時体温チェックリスト を使用
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（３）防護具、消毒液等備蓄品の確保

 消毒液の保管先や保管量の確認、発注ルールを記載する。

＜要点解説＞

〇担当者を決め、防護具や消毒液等の在庫量・保管場所、調達先等を明記するとともに職員に
周知する。
〇1日の使用量を計算し、何日分予備が必要が保管場所の広さも含め検討する。
〇感染が疑われる者への対応等により使用量が増加する可能性があること、発注後届くまでに
時間がかかる可能性も考慮に入れ、備蓄量や発注ルールを確定し、記入する。

＜参考＞（例）

・手袋：清掃回数（最低3回）/日×清掃に関わる職員数×●日分

利用者数×ケア回数（オムツ交換、排泄介助、食事介助、他）/日×●日分

・ハンドソープ：１ml/回×３回/日×（出勤従業員数＋利用者数）×●日分

・消毒用エタノール：3ml/回×ケア回数/日×出勤従業員数×●日（＋利用者使用数）

・環境整備用消毒液＜５％次亜塩素酸ナトリウム液600ml使用＞

：５L/回の0.05%希釈液を3回/日 環境整備で使用した場合 60日分で7.5本 等

ひな形 ３ページ

様式６_備蓄品リスト を使用

19ページガイドライン
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（４）研修・訓練の実施

 BCPの研修・訓練がスムーズに実施できるよう具体的な方法を記載する。

＜要点解説＞
〇作成したBCPの内容は、全職員対象研修により周知する。
〇研修や訓練は、具体的な時期、担当者、対象者を明示する。
〇感染者や濃厚接触者が発生したことを想定し、BCPに則った訓練を実施し、課題を見つける。

ひな形 ４ページ ＜記入例＞

20ページガイドライン
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（５）BCPの検証・見直し

 洗い出された課題よりBCPを定期的に見直し、BCPの改善を図る。

＜要点解説＞
〇最新の動向の把握や訓練を繰り返し実施することで、課題を洗い出す。
〇課題は定期的に見直し、BCPに反映させる。BCPの見直し時期や実施者を明記する。

20ページガイドライン

ひな形 ４ページ
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１.感染疑い者の発生

（１）感染疑い者の発生
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（１）感染疑い者の発生

 体調不良者が発生した場合、新型コロナウイルス感染症の可能性を考え、
速やかに対処する。

＜要点解説＞

〇送迎者に乗る前（お迎え時）に検温や体調観察を行い、発熱時は利用を断り、事業所内への
感染持ち込みリスクを避ける。
〇息苦しさ、強いだるさ、発熱、咳、頭痛等の症状や嗅覚・味覚の異常等の症状がある場合、
新型コロナウイルス感染症を疑い対応する。
〇感染の疑いをより早期に把握できるよう、毎日の検温や体調確認等により、日頃から利用者
の健康状態や変化の有無等に留意することが重要。
〇体調不良を自発的に訴えられない利用者もいるため、いつもと違う様子（活動量の低下や
食事量の低下等）にも気を付ける。
〇職員が発熱等の症状が認められる場合、出勤しないよう徹底する。
〇管理者は、日頃から職員の健康管理にも留意するとともに、体調不良を申出しやすい環境を
整える。

感染疑い者を発見したら、
速やかに「２．初動対応」を実行する。

20ページガイドライン
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２.初動対応

（１）第一報

（２）感染疑い者への対応

（３）消毒・清掃等の実施
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ひな形 ５ページ

（１）第一報

 報告ルート、報告先、報告方法を整理し、記載する。

＜要点解説＞

〇感染疑い者を発見した場合、誰が、いつ、誰に、どうやって、何を報告するのかを明記する。

〇感染が疑われる場合は、医療機関や受診・相談センター等に連絡し、指示を受ける。

〇各報告先への報告ルール（報告ルート、方法、内容等）を周知し、全職員が速やかに対応

できるようにする。

様式２_施設・事業所外連絡リスト
様式３_職員、入所者・利用者 体温・体調チェックリスト

使用

＜記入例＞

20ページガイドライン
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（２）感染疑い者への対応

 感染疑い者を発見した際に感染を拡大させないための行動が速やかにとれ
るようポイントを記載する。

＜要点解説＞

〇利用を断った利用者への対応（居宅介護支援事業所への連絡、代替サービスの調整等）を
記載する。
○サービス利用中に感染疑いが確認された場合の
居宅介護支援事業所等への連絡や医療機関等
への受診について、対応方法を記載する。

21ページガイドライン

ひな形 5～6ページ

様式３
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（３）消毒・清掃等の実施

 初動対応としての消毒・清掃について記載する。

＜要点解説＞

〇感染疑い者を発見した場合の消毒・清掃を実施する場所（例えば、出入口やデイルームの
ドアノブ、座席やテーブル、トイレのドアノブ、水洗レバー、洗面所の蛇口等の高頻度接触
面 ）を明記する。

〇消毒方法は、下記参照し、必要事項を抜粋し記載する。
・「介護現場における感染対策の手引き 第1版」（第Ⅱ章 新型コロナウイルス感染症）
・「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について（その２）（一部改正）」

（令和2年10月15日付事務連絡）

ひな形 ６ページ

21ページガイドライン
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３．検査
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検査

 検査結果を待っている間は、陽性の場合に備え、感染拡大防止体制確立の
準備を行う。

＜要点解説＞

〇陰性の場合：利用の継続

〇陽性の場合：入院にあたり、可能な限り詳細に情報提供できるよう、必要な項目（感染・濃

厚接触の有無、症状の有無、現病・既往歴等）を整理する。

《検査結果の捉え方》

 検査の精度は100%ではなく、きちんと検体が採取できていない場合や
ウイルス量が少ない時期に検査し、陰性が出る場合もあることを理解す

る。

 検査結果は絶対的なものではないため、一度陰性であったとしても、
感染が疑われることがあれば、再度相談する必要がある。

21ページガイドライン
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４．休業の検討
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休業の検討

 休業を検討する場合の基準について記載する。

＜要点解説＞

〇保健所から休業要請があった場合は、指示に従う。その際、再開の基準も併せて確認する
ことを記載しておく。
〇休業を検討する指標（感染者の人数、濃厚接触者の状況、勤務可能な職員の人数等）を検討
し、記載する。

〇利用者のニーズや対応可能な職員に
応じて、訪問サービスの実施を検討
する。訪問サービスが必要な利用者の
基準やケアの内容を事前に検討し、
記載しておく。
〇利用者の代替サービス確保のために、
居宅介護支援事業所と連携する情報を
記載する。
〇業務停止日と業務再開日、休業中の
窓口などを利用者・家族へ説明する
内容を検討しておく。

21～22ページガイドライン

ひな形 ６ページ
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５．感染拡大防止体制の確立

（１）保健所との連携

（２）濃厚接触者への対応

（３）防護具、消毒液等の確保

（４）情報共有

（５）過重労働・メンタルヘルス対応

（６）情報発信
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＜要点解説＞

〇保健所の指示に従い、濃厚接触者となる利用者等の特定に協力できるよう、必要な記録や
リストを検討し、記入する。 ①
〇運営を継続する（又は一時休業する）ために必要な対策に関する相談する内容、指示助言を
受け実施する内容を明記する。

（１）保健所との連携

 保健所と連携し、指示に適切に対応できるよう確認すべき内容を記載する。

ひな形 ８ページ

様式４

①

22ページガイドライン



25

（２）濃厚接触者への対応

 濃厚接触者への対応方法を記載する。

＜要点解説＞

〇濃厚接触者へ特定された場合、利用者、職員ともに自宅待機を行う。
〇自宅待機中の介護サービスの提供について居宅介護支援事業所等と連携する情報、調整方法
について記載する。
〇自宅待機中の連絡ルールや注意事項について記載する。

22～23ページガイドライン

ひな形 ８ページ
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（３）防護具、消毒液等の確保

 感染者発生時の使用量の増加を踏まえた備蓄量を検討、記載する。

＜要点解説＞

〇個人防護具や消毒液等の必要量の見通しをたて、 、物品を確保する。利用者のケアの場面

ごとに使用する数、利用者の人数、日数等を検討し明記する。利用者のケア以外にも、環境
の消毒等にも必要となることを忘れずにカウントする。①
〇通常の調達先から確保できない場合に備え、複数の業者と事前に連携、明記しておく。②
〇依頼してから届くまで時間がかかる場合があることを考慮し、いつ注文するか記載する。
〇個人防護具の不足は、職員の不安へもつながるため、充分な量を確保する。

ひな形 ８ページ

様式２_施設外連絡リスト
様式６_備蓄品リスト を使用

＜記入例＞

①

②

委託業者連絡先 品目 臨時委託連絡先

例）衛生▲

03-5296-××××

消毒用エタノール

マスク

サプライ■■

045-3977-●●●●

23ページガイドライン
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（４）情報共有

 感染者が発生した場合の情報共有先を整理し、記載する。

＜要点解説＞

〇感染者が発生した場合に、どこにどのような情報共有を行うか、日頃から整理しておく。
情報を共有する範囲と方針、保健所や自治体への報告内容、方法等を記載する。
「２．初動対応（１）第一報」の記入例も参照
〇事業所の対応方針（人員や物資をどのように確保するか、濃厚接触者やその他の利用者へ

どのようにケアを行うか等）について、事前に利用者、家族と共有しておくことが望ましい。
共有する内容、共有方法などを記載する。

ひな形 ９ページ 9ページガイドライン

連絡先は、
様式２_施設外連絡リスト を使用

23ページガイドライン
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（５）過重労働・メンタルヘルス対応

 不安やストレスが軽減できるよう体制について検討、記載する。

＜要点解説＞

〇早めに応援職員の要請も検討し、長時間労働を予防する。特定の職員が業務過多や
偏った勤務にならないようなルール（週1日は完全休みを必ず入れる等）を明記する。

〇近隣に宿泊施設や宿泊場所の確保を検討する。
〇日頃の声かけやコミュニケーションを大切にし、風評被害等の情報の把握や、職員の心の
ケアに努める。

〇事業所内や法人内の相談窓口や相談方法を記載する。外部の相談窓口（専門機関）を確認し、
記載する。

ひな形 ９ページ

23～24ページガイドライン
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（６）情報発信

 情報を発信する際の対応方法や注意事項を記載する。

＜要点解説＞

〇法人内で公表のタイミング、範囲、内容、方法について事前に方針を決め、記載する。
〇公表内容については、プライバシーへの配慮が重要であることを踏まえた上で検討する。
〇取材の場合は、対応者をあらかじめ決めておく。複数名で対応する場合、対応者により情報

が異ならないように留意する。
〇利用者・家族・職員が、報道を見て初めてその事実を知ることがないように気をつける。

〇情報発信に関する注意点（感染者の情報を職員個人の判断で公表しない、職員同士で利用者
及び家族の前や公共の場で話さない、齟齬がないようできるだけ書面を用いて発信する等）
を記載しておく。

〇感染の不安等からサービスの利用を控える利用者がいる。必要な介護サービスを提供するた

めにも、利用者や家族に丁寧に説明し、サービスの利用再開を働き掛ける。

24ページガイドライン

ひな形 ９ページ


